
 

登下校時の子どもを守る取組に御協力ください 

 

保護者や地域の皆様には、日頃から、登下校時の見守り活動など、子どもを守る取組を推進し

ていただき、誠にありがとうございます。おかげさまで、子どもたちは安全で安心して通学する

ことができています。 

広島市では、平成 17年（2005年）11月 22日に下校中の市立小学校児童が殺害された事件後に、

毎月 22日を「子ども安全の日」とし、地域では、皆様の御理解と御協力の下、見守り体制を強化し

ていただいています。また、学校では、防犯教室や交通安全教室等の安全教育を計画的に実施し、

家庭と連携して子ども自身が安全に行動する力を身につけさせるとともに、関係機関等と連携して

通学路の整備を進めるなど、子どもの安全対策に取り組んできました。 

しかしながら、教育委員会には年間 300件を超える不審者情報が寄せられ、また、子どもが巻き

込まれる交通事故も発生しており、子どもが安全で安心して通学できる環境がこれからも必要です。

一方、学校では、教職員が子どもに向き合う時間を十分に確保するために、働き方改革の取組を進

めており、登下校の時間帯に校外で行う日常的な見守り活動については、地域の実情を踏まえなが

ら、段階的に縮小していくこととしています。 

学校、家庭、地域、関係機関等がそれぞれの役割に応じて互いに連携し、地域ぐるみで子どもを

守る取組を推進していくよう、引き続き、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 

【地域ぐるみで取り組む子どもの安全】 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年(2020 年)３月 広島市教育委員会学校教育部健康教育課 

 

 

安全教育（防犯教育・交通安全教育） 

・ 防犯教室、交通安全教室の実施 

・ 年度初めや交通安全運動期間等に

行う登下校指導 

・ 安全指導上の課題抽出のために行

う通学状況や通学路の危険箇所の把

握 など 
 
 

安全管理（安全確保のための環境づくり） 

 ・ 通学路の点検 

・ 来校者管理（不審者侵入防止） 

・ 非常時を想定した下校訓練 など 
 
 

非常時の見守り活動 

・ 事件発生時や警報発表時における

対応（引率登下校、通学路の巡回等）  

など 

 

 

・ 通学路の危険箇所や交通安全

ルールを親子で確認 

・ 防犯ブザーを所持させる 

・ 「いかのおすし」の指導 
（いかない、のらない、おおきなこ

えをだす、すぐにげる、しらせる） 

・ 登下校時の見守り、付き添い 

 など 

 

 

日常的な見守り活動 

・ 定点での見守り、声掛け 

・ 通学路の巡回 

・ 道路横断の誘導 など 
 

８・３（ハチサン）運動 

・ 登下校の時間帯(午前 8 時前後

と午後 3 時以降)を中心に、散歩

や買い物等にあわせて見守る活動 
 

こども 110番の家 

連携して実施 

する取組 

 

・「子ども安全の

日」の取組 

（防犯ブザー 

の所持点検、 

集団登下校 

など） 
 

・通学状況や危

険箇所等の情

報共有 
 

など 

学校・幼稚園において 家庭において 連 携 

連 携・支 援 連 携・支 援 

教育委員会・区役所・警察 
 

・ 不審者情報の発信 ・ パトロール ・ 通学路の整備 ・ 指導、助言 など 

地域において 


